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令和 7年５月 20日 

 

各種手数料の改定について 

 

 

トモニホールディングスグループの徳島大正銀行では、各種手数料を下記のとおり改定いたし

ますので、お知らせいたします。 

今後も、より一層のサービス向上に努めてまいりますので、引き続きご愛顧賜りますようお願

い申しあげます。 

記 

 

１．手数料改定日 

  令和７年７月１日（火）受付分より 

 

２．手数料金額（税込） 

 対象取引・基準 変更前 変更後 

取引明細発行手数料

（預金等） 

1 件 550 円    1,100 円    

5 枚超 1 枚につき 55 円    110 円    

取引明細発行手数料

（投資信託） 

1 件 880 円    1,100 円    

5 枚超 1 枚につき 110 円    110 円    

破産管財人等 
口座開設手数料 

破産管財人口座 16,500 円    

22,000 円    不在者財産管理人口座開設 
相続財産管理人（清算人）口座開設 
遺言執行者口座開設 

不要 

 

【破産管財人等口座開設手数料に関するご留意事項】 

●個人、法人等問わず、新規に破産管財人、不在者財産管理人、相続財産管理人（清算人）、 

遺言執行者の名義で開設する全口座が対象です。 

●複数の口座開設が必要な場合、1口座につき 1件の手数料をお支払いいただきます。 

 

くわしくは、お取引店までお問い合わせください。 

 

以 上 

 
   

 


